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年頭挨拶年頭挨拶
　　誰もが安心して暮らせるまちを目指して誰もが安心して暮らせるまちを目指して

いくことが重要です。いくことが重要です。
　このため、「第３次瀬戸内市男女共同参画基本計画」に掲げる「男女がともにいきいきと　このため、「第３次瀬戸内市男女共同参画基本計画」に掲げる「男女がともにいきいきと
暮らせる男女共同参画社会」の実現に向けて、組織横断的な取り組みを進めていきます。そ暮らせる男女共同参画社会」の実現に向けて、組織横断的な取り組みを進めていきます。そ
して、性別だけでなく、年齢、障害の有無、性的少数者かどうかの違いに関わらず、全てのして、性別だけでなく、年齢、障害の有無、性的少数者かどうかの違いに関わらず、全ての
人がお互いの多様性を認め合い、安心して暮らせる環境づくりを目指します。人がお互いの多様性を認め合い、安心して暮らせる環境づくりを目指します。
　一方で、今年は、本市にとって果敢なチャレンジが求められる年です。脱炭素社会の実現、　一方で、今年は、本市にとって果敢なチャレンジが求められる年です。脱炭素社会の実現、
将来を見据えた土地利用計画、デジタル社会の実現など、大きな課題も進めていかなければ将来を見据えた土地利用計画、デジタル社会の実現など、大きな課題も進めていかなければ
なりません。今後も市民の皆さまの意見をお伺いしながら、「瀬戸内市で暮らしたい」と思なりません。今後も市民の皆さまの意見をお伺いしながら、「瀬戸内市で暮らしたい」と思
っていただけるまちづくりを推進してまいります。っていただけるまちづくりを推進してまいります。
　結びに、皆さまにとりまして本年が明るく希望に満ちた一年となりますよう祈念いたしま　結びに、皆さまにとりまして本年が明るく希望に満ちた一年となりますよう祈念いたしま
して、新年のご挨拶といたします。して、新年のご挨拶といたします。

　あけましておめでとうございます。　あけましておめでとうございます。
　新型コロナウイルス感染症が世界規模で拡大し、　新型コロナウイルス感染症が世界規模で拡大し、
約３年が経過しました。市民の皆さまには社会活動約３年が経過しました。市民の皆さまには社会活動
の自粛や感染拡大防止にご協力をいただき、心からの自粛や感染拡大防止にご協力をいただき、心から
感謝申し上げます。ワクチン接種の推進や新しい生感謝申し上げます。ワクチン接種の推進や新しい生
活様式の実践に引き続きご理解とご協力をお願いい活様式の実践に引き続きご理解とご協力をお願いい
たします。たします。
　さて、瀬戸内市では、これまでも「働きながらで　さて、瀬戸内市では、これまでも「働きながらで
も安心して子育てができるまち」を目指して、公立も安心して子育てができるまち」を目指して、公立
保育園のこども園化や民間こども園の誘致、放課後保育園のこども園化や民間こども園の誘致、放課後
児童クラブの設置、子育て施設の整備や病児・病後児童クラブの設置、子育て施設の整備や病児・病後
児保育の整備などを進めてまいりました。今後は、児保育の整備などを進めてまいりました。今後は、
働くことを希望するすべての人が仕事と子育てが両働くことを希望するすべての人が仕事と子育てが両
立できるよう、性別に関係なく、男女がともに働き立できるよう、性別に関係なく、男女がともに働き
続け、活躍できる社会、ジェンダー平等を実現して続け、活躍できる社会、ジェンダー平等を実現して

令和元年分確定申告
　・所得税の確定申告について　　西大寺税務署　☎０８６ - ９４２ - ３８１５
　・市県民税の申告について　　　税務課　☎０８６９ - ２２ - １１１４
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令和４年分確定申告
　・所得税の確定申告について　　西大寺税務署　☎０８６ - ９４２ - ３８１５
　・市県民税の申告について　　　税務課　☎０８６９ - ２２ - １１１４

問
問

税務署の確定申告相談税務署の確定申告相談

▽ 相談日時　令和５年１月 30 日（月）～３月 15 日（水）
　午前９時～午後５時（受付は午前８時 30 分から午後４時まで）
※相談には「入場整理券」が必要です。入場整理券は、
　LINE アプリによるオンライン取得のほか、当日税務署
　でも取得できます（混雑状況によっては取得できない
　場合があります）。

▽ 会場　西大寺税務署（岡山市東区西大寺中２ｰ 24 ｰ 13）
※来場の際は、公共交通機関をご利用ください。
※２月 16 日（木）から３月 15 日（水）まで、ママカリフォーラム（岡
　山市北区駅元町 14-1）でも相談できます（別途ママカリフォーラ
　ム用の入場整理券が必要です）。
※土・日・祝日は申告相談を行いませんが、２月 19 日（日）、26 日（日）
　に限り、ママカリフォーラムで申告相談を行います。

スマホからがおススメ！スマホからがおススメ！

※上記以外のブラウザでアクセスすると、エ
　ラーが表示されて次の画面へ進むことがで
　きませんのでご注意ください。

確定申告書等
作成コーナー
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　西大寺税務署での不動産の売却、贈与税の申告相談を希望する
人は、次の相談日にお越しください。
▷相談日
　２月 16 日（木）、17 日（金）、21 日（火）、24 日（金）、28 日（火）、
　３月３日（金）、７日（火）、10 日（金）、14 日（火）、15 日（水）

国税庁 LINE
公式アカウント

国税庁の確定申告書作成コーナーへ
スマホでアクセス！

対応ブラウザを確認しましょう

Android の場合iPhone の場合

・iPhone、Safari の名称およびロゴは、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
・Android、Google Chrome の名称およびロゴは、Google LLC の商標または登録商標です。




